
旭 医 大 達 第 2 2 号 

令和8年3月18日 

旭川医科大学特定業務職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

旭川医科大学長  西 川 祐 司  

 

旭川医科大学特定業務職員給与規程の一部を改正する規程 

 

旭川医科大学特定業務職員給与規程（平成28年旭医大達第50号）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を，同表左欄（「改正後」欄）のよ

うに改正する。 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

（略） （略） 

（基本給） （基本給） 

第3条 基本給は，別表に定める級及び号俸に基づき支給する。 第3条 基本給は，別表に定める級及び号俸に基づき支給する。 

（略） （略） 

附 則  

この規程は，令和8年4月1日から施行する。  

別表（第3条関係） 別表（第3条関係） 

特定業務職員基本給表 特定業務職員基本給表 

職務の級 1級 2級 3級 4級 

職務内容 定型的な業

務を行う職

務 

主任の職務 総括主任及

びURAの

職務 

主任URAの職務 

号俸 基本給月額 基本給月額 基本給月額 基本給月額 

 （円） （円） （円） （円） 

1 195,800 253,100 276,300 309,800 

2 200,300 255,600 278,300 315,500 

職務の級 1級 2級 3級 4級 

職務内容 定型的な業

務を行う職

務 

主任の職務 総括主任及

びURAの

職務 

主任URAの職務 

号俸 基本給月額 基本給月額 基本給月額 基本給月額 

 （円） （円） （円） （円） 

1 183,500 242,000 265,300 298,800 

2 188,000 244,800 267,300 304,600 



3 206,700 258,100 280,300 320,000 

4 213,100 260,500 282,200 326,200 

5 219,400 262,800 284,200 332,400 

6 225,600 265,000 286,200 338,700 

7 232,000 267,000 288,200 344,900 

8 237,600  290,800 351,600 

9 242,000  293,200 358,100 

10 243,800  295,700 365,000 

11 245,800  297,900 370,700 

12 247,600   374,300 

13 249,200   378,200 

14    380,600 

15    382,800 

16    385,100 

17    387,100 

18    389,400 

19    391,500 

20    393,200 

21    394,900 

22    396,500 
 

3 194,500 247,400 269,300 309,100 

4 201,000 249,800 271,300 315,400 

5 207,400 252,100 273,300 321,700 

6 213,600 254,300 275,300 328,000 

7 220,000 256,400 277,400 334,200 

8 225,600  280,000 340,900 

9 230,000  282,500 347,400 

10 232,200  285,000 354,300 

11 234,400  287,300 360,000 

12 236,400   363,700 

13 238,200   367,600 

14    370,000 

15    372,300 

16    374,600 

17    376,600 

18    378,900 

19    381,000 

20    382,800 

21    384,500 

22    386,100 
 

【改正理由】  

 国家公務員の給与改正に準拠するため，所要の改正を行うものであ

る。 
 

 


